














災害時に力を発揮する道路ネットワーク整備
重点施策

府民の安心・安全を第一に進める道路整備

国道１７８号（伊根町蒲入）

Ｈ１８・７豪雨による道路決壊

Ｈ１８・７豪雨による地滑り（路面隆起）

国道１７８号（宮津市岩ヶ鼻）



災害時に力を発揮する道路ネットワーク整備
重点施策

府民の安心・安全を第一に進める道路整備

伊根町

京丹後市

宮津市

国道１７８号（宮津市里波見）

国道１７８号（伊根町蒲入）

Ｈ１８豪雪による雪崩

Ｈ１８・１０波浪による道路決壊

通行止め 延べ５２日間

通行止め 10月9日～10月11日



災害時に力を発揮する道路ネットワーク整備
重点施策

高速道路は、繋がってはじめてその機能を十分に発揮
既に開通している高速道路を十分に活用するためにも
京都縦貫自動車道の早期全線開通が必要！

いまだ繋がっていない高速道路

京都舞鶴港、府内工業団

地、主要都市と京阪神地

区とを結ぶネットワーク

は未完成であり、円滑な

人・物の流れ、地域の発

展に支障

豊岡市の第三次
医療施設を利用

第三次医療施設までのアクセス時間

・ 京都府内の第３次緊急医療施設は京都市にしかない
・ 京丹後市では兵庫県豊岡市の医療施設を利用

高速道路が平成１６年の２３号台風時に
緊急輸送路として活躍



車に頼らざるを得ない地域の道路ネットワーク整備
重点施策

鉄道が利用できない地域において道路整備を推進し、地域の産業

活動や日常生活の向上を目指す。



誰もが安心して歩ける道路整備

重点施策

京都府域の通学路のうち、概ね２／３の道路に歩道未整備

途中で途切れた歩道 段差のある歩道

府民の生命の安全に関わる事業や少子高齢化に対応する人に優し
い道づくりのため事業を優先的に整備します。

歩道設置が必要な道路の内通学路を優先的に整備します！



渋滞のない道路整備
重点施策

徹底的に既存道路を活かす道路整備で渋滞解消を目指す！

慢性的に渋滞する箇所が未だ存在！

ボトルネックの解消により道路の能力を十分に活かす！
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【参考】重点施策貢献度評価について

○評価の流れ

大規模な道路整備（バイパスや延長の長い現道拡幅事業）の対象区間に対し、

総合評価手法を用いて優先評価を行う。

評価は、以下の流れで行う。

○評価項目

評価項目は、第３章の「道路整備の重点施策の基本方針」をもとに、次のよう

に設定・体系化を行う。

評価項目

評価項目のスコア算出
（偏差値を用いた５段階評価）

アンケート結果
（府民・市町村長）

評価項目の重み

対象区間の採点
（評価値×重み）

総合評価値の算出
評価の流れ

災
害
に
対
す
る

安
心
・安
全
の
確
保

日
常
の
暮
ら
し
を
支
え
る

環
境
の

保
全

地
域
の
活
力
と

魅
力
の
向
上

分野 評 価 項 目

1 冬期交通障害や異常気象時の通行規制を改善する道路

2 緊急時の輸送機能が向上する道路

3 災害時の地区内の安全性が向上する

4 防災性の高い市街地形成支援のための道路

5 生活圏の広域化に対応する道路

6 安心して走れる道路

7 交通事故対策

8 誰もが安心して歩ける道路

9 車に頼らざるを得ない地域の道路

10 公共交通機関の利便性アップにつながる道路

11 地球環境・沿道環境の改善につながる道路

12 渋滞のない道路

13 高速道路ＩＣへアクセスする道路

15 地域の顔となる魅力的な町並みを形成する道路

17 京都舞鶴港・学研都市との連携を強める道路

16 産業の地方立地や地域振興ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支援する道路

重 点 施 策

自然災害時に力を発揮する道路ネットワー
ク整備

防災性の高い市街地形成支援の
ための道路ネットワーク整備

交通事故対策

安心して走れる道路整備

誰もが安心して歩ける道路整備

市町村合併など生活圏の広域化に対応す
る道路ネットワーク整備

車に頼らざるを得ない地域の道路ネットワー
ク整備

公共交通機関の利便性アップにつながる道
路整備

地球環境・沿道環境の改善につながる
道路整備

京都舞鶴港・学研都市との連携を
強める道路ネットワーク整備

産業の地方立地や地域振興
プロジェクトを支援する道路整備

渋滞のない道路整備

高速道路インターチェンジへアクセスする道
路整備

地域の顔となる魅力的な町並みを形成する
道路整備

中 項 目

交通環境の安全性向上

モビリティの向上

影響の大きい
プロジェクト支援

地域活力創出支援

道路交通の円滑化

生活圏の広域化に対応

災害に強い道路
ネットワークの

形成

都市防災性向上を支援

14 地域資源へのアクセス性を向上する道路
観光地など地域資源へのアクセス性を高め
る道路整備

環境の保全

別添資料
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○評価点の算定

評価項目毎の評価点の算定は、絶対

値の持つ意味の異なる複数の指標を同

一の尺度で評価するため、偏差値の概

念を用いて５段階（１点～５点）で評

価する。

評価項目毎とのスコア（５点満点）

とウエイト（合計＝100）の積和によ

り総合評価値（500点満点）を算出す

る。

評価項目毎のスコア算出

【ＳＴＥＰ１　素点】
・評価項目の素点（生データ）を評価対象箇所
ごとに収集する。

【ＳＴＥＰ２　基準化】
・評価項目の値のばらつきを表現するために
各指標に対して偏差値を算出して基準化。

【ＳＴＥＰ３　５段階評価】
・下図に示す考え方で偏差値を５段階で評価
し、スコアを算出する。

【参考】重点施策貢献度評価について

○評価値の算出

評価値は、各評価項目のスコアと重みを掛け合わせた値を合計することで算出
する。

Ｖｉ＝Σ（Ｓｉｊ×Ｗｊ） （ｊ＝１～17）

ここで、Ｖｉ：区間ｉの評価値、Ｓｉｊ：区間ｉ項目ｊのスコア、Ｗｊ：項目ｊの重み

○評価指標の重み付け

重み（ウエイト）の算定には、府民アンケート及び市町村長アンケート結果を

用いた。

府民アンケートはアンケート票の配布とインターネットホームページによる方

式を採用し、期間は平成２０年１月４日から３１日までの２８日間で行った。

中項目の重みは、府民アンケートの結果を50、市町村長アンケートの結果を50

とし、両者の重みを統合して算出。

評価項目の重みは、市町村長アンケートの結果を用いて算出した。

９個の中項目とそれにぶら下が

る重点施策について、100点満

点となるよう配点

９個の中項目のうち、重要と考えられる

３個を質問
質問方法

25部（100％）

アンケート票２８２部（15％）

メール及びネット２９通

合計３１１通

回収数（回収率）

25部2,000部及びインターネット配布数

市町村長アンケート府民アンケート

表 アンケート配布回収状況
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○アンケート票

【参考】重点施策貢献度評価について

府民アンケートの結果

府民アンケート結果

道路交通の円滑化

18%

災害に強う道路ネット

ワーク構築

18%

交通環境の安全性向

上

12%

モビリティの向上

11%

その他

22% 生活圏の広域化に対応

19%

【道路整備のあり方全般（意見数５１）】

■主な意見

「今ある道路の将来にわたるメンテナンス費用も考える時代に来ている。便利さや産業活性化を求めて道

路を造ればよいという時代は終わったことを直視すべきである。成熟した大人の道づくりに取り組んでい

てください。」

「府と市町村が協力し、住民も加わって計画に汗を流すことにより効果のある計画となり、整備費用を抑

える可能性もあると思う。」

「高速道路の整備を早急に実施願いたい。京都府に住んでいながら、京阪神の内で京都市が一番遠い。」

【歩道整備などの日常生活を支える道路整備（意見数４６） 】

■主な意見

「地域の生活道路が朝夕の通り抜けの車で生活者や通学児童の安全性が脅かされている。ベビーカーや車

椅子が通れる歩道の確保、歩道該当の確保。もっと人に優しい道路整備を願います。」

「地域間の移動や病院まで１時間以上かかり、また冬期間に行けないため、移動を円滑にする道路をお願

いします 。」

３１１の回答があった。

結果から、日常生活の利便性を高める道路づくりなどの
「生活圏の広域化に対応」、自然災害や冬の積雪時で
も利用できる「災害に強い道路ネットワークの形成」、
さらに渋滞緩和などの「道路交通の円滑化」に府民の
強い要望があることがわかった。

また自由意見として２１９の意見が寄せられた。

→大多数が道路整備を進めるべきとの意見

→個別路線の整備要望（意見数５２）が最も多い意見
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○重み（ウエイト）の算定結果

災害に対する
安心・安全の確保

日常の暮らしを支える

環境の保全

地域の活力と
魅力の向上

分野 評 価 項 目

冬期交通障害や異常気象時の
通行規制を改善する道路

緊急時の輸送機能が向上する道路

災害時の地区内の安全性が向上する

防災性の高い市街地形成支援
のための道路

生活圏の広域化に対応する道路

安心して走れる道路

交通事故対策

誰もが安心して歩ける道路

車に頼らざるを得ない地域の道路

公共交通機関の利便性アップにつなが
る道路

地球環境・沿道環境の改善につながる
道路

渋滞のない道路

地域資源へのアクセス性を向上する道
路

地域の顔となる魅力的な町並みを形成
する道路

京都舞鶴港・学研都市との連携を強め
る道路

産業の地方立地や地域振興ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
を支援する道路

中 項 目

交通環境の安全性
向上

モビリティの向上

影響の大きいプロ
ジェクト支援

地域活力創出支援

道路交通の円滑化

生活圏の広域化に
対応

災害に強い道路
ネットワークの形成

都市防災性向上を
支援

19.71

40.43

5.88

33.98

15.75

3.96

15.75

13.74

11.13

15.78

12.62

5.57

高速道路ＩＣへアクセスする道路

4.18

5.86

5.70

3.96

15.57

4.62

4.34

4.78

6.19

4.94

5.88

8.71

7.07

3.98

3.99

4.65

5.57

環境の保全 5.88

※数字は全体の中での重み。

【参考】重点施策貢献度評価について
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評価項目 加点の考え方 素点評価内容
データ設定方法

●：資料 →：データ、または、判断条件

項目１：冬季交
通障害や異常気
象時の通行規制
を改善する道路

積雪時において円滑な
交通を確保すべき道路
（第１種、第２種除雪
路線）や異常気象時に
通行規制される区間が
ある

積雪時において円滑な交通
を確保すべき道路（第１種、
第２種除雪路線）や異常気
象時に通行規制される区間
があることを評価する

第１種、第２種除雪路
線区間がある場合：０．
５点
異常気象時通行規制区
間がある場合：０．５
点

□除雪路線区間
●道路除雪基本要項
→要項の区間に該当するかどうかを判断
□異常気象時通行規制区間
●路線カルテ
→異常気象時通行規制区間に該当するかどうかを判断

項目2：緊急時の
輸送機能が向上
する道路

緊急輸送道路である
緊急時に物資輸送路として
の役割を担うことを評価す
る

緊急輸送道路の場合：
１点

●路線カルテ、緊急輸送道路網図
→緊急輸送道路に該当しているかどうかを判断

項目3：災害時の
地区内の安全性
が向上する

異常気象時や災害時に
おける大幅な迂回を要
する集落の解消を図る

異常気象時や災害時におけ
る大幅な迂回を要する集落
の解消することを評価する

以下のいずれかに該当
する場合：１点
○緊急防災点検要対策
箇所（要対策、カルテ
）
○耐震対策未対策橋梁
が存在

□緊急防災点検要対策箇所
●路線カルテ
→緊急防災点検要対策箇所（要対策、カルテの両方）
に該当するかどうかを判断

□耐震対策未対策橋梁
●緊急輸送道路耐震対策年次計画
→年次計画に該当するかどうかを判断

項目4：防災性の
高い市街地形成
支援のための道
路網

市街地の防災空間（延
焼遮断帯）の形成を支
援する

沿道状況がＤＩＤであり、
かつ、都市計画道路である
区間を評価する

沿道状況がＤＩＤであ
り、かつ、都市計画道
路である場合：１点

□ＤＩＤ地区
●平成17年国勢調査
□都市計画道路
●都市計画図
→都市計画道路であるかどうかを判断

【参考】重点施策貢献度評価について

評価項目のデータ設定方法

分野：災害に対する安心・安全の確保

項目7：交通事故
対策

事故危険箇所を解消す
る

事故率の高い区間をより高
く評価する

当該区間の死傷事故率
●京都府データ
→ H15～16年平均死傷事故率

安心歩行エリアであり自転
車・歩行者通行量の多い区
間をより高く評価する

安心歩行エリアは自転
車・歩行者通行量

●バリアフリー法に基づく特定経路、道路交通センサ
ス

→特定経路のうち、特定旅客施設より概ね半径1km圏
内にあれば地区内と判断、道路交通センサス自転
車＋歩行者交通量

通学路は自転車・歩行
者通行量

●路線カルテ、道路交通センサス
→当該区間での通学路の指定の有無を判断 道路交通
センサス自転車＋歩行者交通量

バリアフリー重点整備地区
内であり自転車・歩行者通
行量の多い区間をより高く
評価する

バリアフリー重点整備
地区内は自転車・歩行
者通行量

●安心歩行エリア、道路交通センサス
→一覧に示されている行政区画等に含まれればエリア
内と判断、道路交通センサス 自転車＋歩行者交
通量

項目8：誰もが安
心して歩ける道
路

安心歩行エリアがある

バリアフリー重点整備
地区がある

通学路に指定された区
間がある

通学路であり自転車
・歩行者通行量の多い区間
をより高く評価する

項目10：公共交
通機関の利便性
アップにつなが
る道路

平成１６年以前の旧市町村
区分において、幹線鉄道が
存在しない市町村における、
駅勢圏以外の区間を評価す
る

バス路線である、ある
いは鉄道駅のアクセス
道路である

バス路線となっていること
を評価する
鉄道駅へのアクセス道路で
あることを評価する

バス路線となっている
場合：０．５点
鉄道駅アクセス道路で
ある場合：０．５点

鉄道不便地域である場
合：１点

項目9：車に頼ら
ざるを得ない地
域の道路

鉄道不便地域の道路で
ある

□幹線鉄道
→ JR関西本線木津以東を除くJR山陰本線園部駅以南
の鉄道

□駅勢圏
●管内図等
→駅から半径1kmの範囲に含まれていないかを判断

□バス路線
●道路交通センサス
→バス路線延長が０より大であればバス路線と判断
□鉄道駅
●管内図等
→鉄道駅のアクセス道路であるかを判断

項目5：生活圏の
広域化に対応す
る道路

公共公益施設の利便性
が向上する

公共公益施設にアクセスす
る道路であることを評価す
る

公共公益施設へのアク
セス道路の場合：１点

●管内図等
→役場、警察署、消防署、公園（４ｈａ以上の公園※
緩衝緑地を除く）のアクセス道路であるかを判断

項目6：安心して
走れる道路

医療施設のアクセスが
向上する

医療施設にアクセスする道
路であることを評価する

医療施設へのアクセス
道路の場合：１点

□市町村合併支援道路
●市町村合併支援道路整備計画（案）
→市町村合併支援道路整備計画（案）に該当するかど
うかを判断

□山手幹線
→管内図・山手幹線であるかどうかを判断

合併した市町村間や学
研都市内の移動が円滑
化する

線形不良（曲線半径）の程
度が大きい区間をより高く
評価する

道路規格に応じた曲線
半径－当該区間の曲線
半径

□道路規格に応じた諸元
●道路構造令
→道路構造令の道路区分別標準値

□当該区間の現況値
●路線カルテ
→当該区間における平面線形、縦断線形、車道幅員の
最小値

離合困難箇所を解消す
る（幅員狭小区間）

幅員狭小の程度が大きい区
間をより高く評価する

道路規格に応じた車道
幅員－当該区間の車道
幅員

線形不良箇所を解消す
る（平面）

線形不良箇所を解消す
る（縦断）

市町村合併道路あるいは学
研都市のクラスター間を連
絡する道路であることを評
価する

線形不良（縦断勾配）の程
度が大きい区間をより高く
評価する

以下のいずれかに該当
する場合：１点
・市町村合併支援道路
・山手幹線

当該区間の縦断勾配－
道路規格に応じた縦断
勾配

●道路交通センサス
→２次医療救急施設のアクセス道路であるかを判断

評価項目 加点の考え方 素点評価内容
データ設定方法

●：資料 →：データ、または、判断条件

分野：日常の暮らしを支える
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項目12：渋滞の
ない道路

旅行速度が、道路交通セン
サスの一般道路の平均値よ
り遅い区間において、CO２
排出量の多い区間をより高
く評価する

現況交通量の大きさ
より多くの交通量の区間を
より高く評価する

現況交通量

整備後走行速度が平均
旅行速度まで上昇する
と仮定した時のCO２低減
量項目11：地球環

境・沿道環境の
改善につながる
道路

現道が走行速度低下に
より二酸化炭素(CO２)が
多く排出されている

●道路交通センサス
→混雑時旅行速度

●道路交通センサス
→２４ｈ交通量

現道が走行速度低下に
より窒素酸化物(NOx)が
多く排出されている

主な渋滞箇所を改良す
る

鉄道踏切を除却・改良
する

旅行速度が、道路交通セン
サスの一般道路の平均値よ
り遅い区間において、NOx
排出量の多い区間をより高
く評価する

旅行速度の低い区間をより
高く評価する

踏切交通遮断量の大きい区
間をより高く評価する

整備後走行速度が平均
旅行速度まで上昇する
と仮定した時のNOxの低
減量

府内一般道計平均旅行
速度－当該区間の旅行
速度

踏切があれば踏切交通
遮断量（複数の踏切が
存在する場合は遮断時
間の和×交通量）

●道路交通センサス
→混雑時旅行速度

●道路交通センサス
→混雑時旅行速度

●管内図等
→踏切の有無を地図等で判断

【参考】重点施策貢献度評価について

評価項目のデータ設定方法

評価項目 加点の考え方 素点評価内容
データ設定方法

●：資料 →：データ、または、判断条件

分野：環境の保全

項目16：産業の
地方立地や地域
振興プロジェク
トを支援する道
路整備

漁港へアクセスする道
路である

漁港にアクセスする道路で
あることを評価する

該当する場合：１点
●京都の漁港漁場2004
→漁港へのアクセス道路であるかを判断

工業団地へアクセスす
る道路である

農林業を主体とする地
域において農産物の流
通ルートである

●京都府資料
→農産物集荷・加工場へのアクセス道路であるか判断

京都舞鶴港・学研都市
との連携を強める道路
整備

●都市計画図
→工業地域・工業専用地域へのアクセス道路であるか
を判断

項目17：京都舞
鶴港・学研都市
との連携を強め
る道路整備

□京都舞鶴港へのアクセス道路
●管内図等
→京都舞鶴港と舞鶴大江ＩＣを結ぶ道路
□学研都市に関連する道路
●関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する
計画

→学研都市の計画に位置づけのある道路であるかどう
かを判断

工業団地にアクセスする道
路であることを評価する

農林業を主体とする地域内
にある道路であることを評
価する

京都舞鶴港・学研都市との
連携を強める道路であるこ
とを評価する

該当する場合：１点

該当する場合：１点

以下のいずれかに該当
する場合：１点
・京都舞鶴港へのアク
セス道路の場合
・学研都市に関連する
道路

項目13：高速道
路ＩＣへアクセ
スする道路

高速ＩＣへのアクセス
性が向上する

高速ＩＣにアクセスする道
路であることを評価する

該当する場合：１点

●京都再発見（観光パンフ）
→パンフレットに記載されている観光地へのアクセス
道路かどうかを判断

主要な観光地へのアク
セス道路である

沿道状況が市街化区域であ
り、かつ、都市計画道路で
ある区間を評価する

沿道状況が市街化区域
であり、かつ、都市計
画道路である場合：１
点

●都市計画図
→都市計画図より都市計画道路の位置付けがあるかど
うかを判断

電線類地中化五カ年計
画の位置付けがある

電線類地中化五カ年計画の
位置付けがあることを評価
する

電線類地中化五カ年計
画の位置付けが有る場
合：１点

都市部での道路整備

土地区画整理等の沿道
まちづくりとの連携が
ある

主要な観光地へのアクセス
道路であることを評価する

土地区画整理等の沿道まち
づくりとの連携があること
を評価する

主要観光地へのアクセ
ス道路の場合
：１点

市街地再開発、区画整
理事業、まちづくり交
付金事業に関連する場
合：１点

●管内図等
→インターチェンジへのアクセス道路かどうかを判断

項目14：地域資
源へのアクセス
性を向上する道
路

項目15：地域の
顔となる魅力的
な町並みを形成
する道路

●京都府提供データ
→当該区間が市街地再開発事業、区画整理事業、まち
づくり交付金事業地区内であるかどうかを判断

●電線類地中化五カ年計画
→計画に該当するかどうかを判断

評価項目 加点の考え方 素点評価内容
データ設定方法

●：資料 →：データ、または、判断条件

分野：地域の活力と魅力の向上
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